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特　記　事　項項　　　目 特　記　事　項項　　　目

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

４　施工条件

　　

　　地表面粗度区分（　 ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・ Ⅲ　　・Ⅳ　）

・　積雪荷重

　　風速　(V0＝34m/s)

・　風圧力

項　　　目 特　記　事　項

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、

　○印の付いたものによる。

項目及び特記事項は○印の付いたものを適用する。

別 表 第 一

消防法施行令
階　数 備　考

建築基準法による

延べ面積（㎡）
建 物 名 称 構　造

建物別及び屋外 工　事　種　別

工　事　種　目

・　　電　灯　設　備

・　　動　力　設　備

・　電気自動車用充電設備

・　雷　保　護　設　備

・　受　変　電　設　備

・　　発　電　設　備

・　構内情報通信網設備

・　構 内 交 換 設 備

・　情 報 表 示 設 備

・　映 像・音 響 設 備

・　　拡　声　設　備

・　誘 導 支 援 設 備

・　テレビ共同受信設備

・　防 犯 カ メ ラ 設 備

・　駐 車 場 管 制 設 備

・　防犯・入退室管理設備

・　火 災 報 知 設 備

・　中央監視制御設備

・　構 内 配 電 線 路

・　構 内 通 信 線 路

・　テレビ電波障害除去工事

改修　一式

改修　一式

・　　撤　去　工　事 改修　一式

４．指定部分　　・ 無　　・ 有（　部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）指定部分工期　令和　年　月　日

特　記　事　項項　　　目

　　塗装・仕上げ

　　下記の金属製電線管の露出配管は塗装、めっき等の仕上げを行う。38　金属製電線管の

39 最上階の埋込配管

40　フラッシュプレート

41 タンブラスイッチ

42 配線器具等

   の選定に際しての

23 資材購入及び下請業者

22 施工体制台帳提出

21 工事実績情報登録

20　建設共済等

19　工事の保険

　　ては、できる限り市内業者を優先させること。

　　資材購入及び工事の一部を下請業者にて施工する場合、業者の選定に際し

　　すること。なお、下請契約締結後、速やかに提出すること。変更時も同様とする。

　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、施工体制台帳の写しを提出

　　工事請負金額500万円以上の工事は、工事実績情報サービス(CORINS)に登録すること。

　　※2 契約変更により工事価格が上昇した場合は、不足分を追加購入すること。

　　理由書の提出をもって共済証紙の購入を不要とする。

　　※1 他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は

　　ただし、建設業退職金共済については請負額が500万円以上の場合とする。

　　共済証紙購入額　　請負額の0.5／1000以上

・　建設業退職金共済制度　　（掛金収納書を提出）

・　法定外労災補償制度　　　（加入証明書の写しを提出）

下記の制度について加入すること。

保険期間は工事期間を原則とする。（必要に応じて延長するものとする。）

・　建設工事保険（管理財物担保特約に加入）（保険証の写しを提出）

・　請負業者賠償責任保険　　（保険証の写しを提出）

○工事日報、納品伝票、出荷証明

　　提出すること。

監督員の指示により下記のものを提出する。

・　工事完成図（竣工図（修正済みの設計図）＋施工図）

・　完成図　（A4版に製本したもの）

・　保全に関する資料等　（　）部

24　工事記録

25 完成時の提出図書

26 施工図等の取扱い

28　既設との取合い

・　５０Ｈｚ　　・　　６０Ｈｚ29　電源周波数

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

27　地中埋設標等

　　と電気保安技術者

30　電気工作物の種類

31　電気工事士

32　仮設備工事 仮設備期間（　・　図示　　　　　・　　　　　　　　　）

仮電源等　（　・　受変電設備　　・　発電設備　　　・　電灯設備　　　・　図示　　　　　）

　　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

　　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

　　　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

　　中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

　　重要機器は次による。

上層階・ 　　　機　　　器

屋上及び　　　防振支持の機器

塔屋　　　　　 水　槽　類

中間階　　　　防振支持の機器

　　　　　　　 水　槽　類

　　　　　　　 水　槽　類

地階・１階　　防振支持の機器

　 　　　　　　機　　　器

　 　　　　　　機　　　器

設置場所　　　　機器種別
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・ 特定の施設 ・ 一般の施設

17　環境への配慮

　　　・　交換機　　　・　火災報知受信機　・　中央監視制御装置

　　　・　配電盤　　　・　発電装置　　　　・　直流電源装置　　・　交流無停電電源装置

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

　　　・　キュービクル　　　　　　　　　　・　その他（　　　　　）

35 ｹｰﾌﾞﾙ行先表示

36 鋼製電線管

37 合成樹脂管配線

・　工事写真（紙、DVD）※DVDは原則として完成図データと同一媒体とする。

・　完成図　（A1またはA2サイズで機械設備図と併せて二つ折り製本したもの）（　）部

　　工事日報、納品伝票の写しは監督職員が提出を求めた場合に

　　　　　　　　・　交通誘導警備員Ａ　　　・　交通誘導警備員Ｂ

交通誘導員　　　・　配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない９　交通安全管理

　　の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

　　ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

　　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

・　本工事で設置する。

・　別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。８　足場その他

２　他工事又は他工種

　　との取合い

工事区分表による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。

３　週休2日制工事 「四日市市週休2日制工事実施要領（営繕工事）」（令和６年７月１９日改正適用）

　に基づく適用は下記による。

・　週休2日制工事対象　　　　　　　 　　　　　　　　　　   

・　週休2日制工事(受注者希望型）対象　　　

　完全週休2日制工事(受注者希望型含む)の現場閉所日については下記による。

　・土日閉所（ただし、　/　　～　　/　　については土日作業とすること。）

　・土日以外閉所

　　　土日以外閉所における現場閉所日は、着手前に監督職員と協議の上設定すること。

　　　なお、現場閉所日については、原則として毎週連続する同一の曜日とすること。

　　機械設備の改修等のため、在来設備を一時停止させる必要のある場合は、

　　場合によっては停電、断水計画書等を提出し、承諾を得たうえで作業を行うものとし、

　　予めその時期、停止の範囲及び工法等を施設管理者などの関係者と打ち合わせ、

　　施設の運営に支障を来たさないよう特に注意する。

７　工事用仮設物 工事用仮設物を構内につくることができる。

・　市支給。ただし現場において既設設備より供給可能な範囲に限る。

６　工事用電力

５　監督員事務所

　　・水・その他

・　工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

監督員事務所を設けること。

装置等を用いて施工する。

穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属

設備機器の固定は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版（独立行政法人

建築研究所監修）による。（100kg以上の機器を対象とする。）

（１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては

　　　有効質量）に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　設計用標準水平震度

　　と耐震施工

　　からの建設発生土受入承諾書の写しを提出すること。

　　での処理状況が分かる写真を提出すること。また、処分地が民有地の場合、土地所有者

　　※建設発生土を搬出する場合は、事前に書面にて処分地の報告(位置図等)を行い、処分地

・　構外搬出適切処理とする。

・　埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

15　埋戻し土・盛土  地中埋設管まわりは山砂の類とし、図面に記載のない部分は掘削土の良質土で埋戻す。

16　材料・機材の

　　品質等

（２）主要機器の製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる

　　品質及び性能を有するものとする。

（１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき

　　資料等の提出を省略することができる。

　　監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる

　　資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して

　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　③安定的な供給が可能であること。

　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　④法令等で定めで許可、認可、認定又は免許を取得していること。

(３)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品目は

　　判断の基準等を満足させるものとする。

（１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　　と共に、次の①から④を満たすものとする。

　　①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーテ

　　　ィクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

　　　が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分

　　　断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散

　　　に応じた材料を使用する。

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料

　　　を使用する。

　　③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシル等を

　　　含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　　を使用したものとする。

　　　デヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル

　　する材料を指す。

　　とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

    ④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　ルデヒド発散建築材料以外の材料

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムア

18　資源有効利用促進 ※本工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）の規定により再生

　施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の

　資源利用促進計画の作成を要する工事である場合（下記内容該当工事）は、受注者は、工事の

　　1.土砂500m3以上

・　建設副産物を搬出する際の計画

　完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

・　再生資材を利用する際の計画

　　2.コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材の合計が200t以上

　　1.土砂500m3以上

　　2.砕石500t以上

　　3.加熱アスファルト200t以上

契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。

電気保安技術者　　事業用電気工作物：電気主任技術者　　一般用電気工作物：電気工事士

工事の調整にあたる指導を受けるものとする。

電気主任技術者が選任されている施設においては、電気主任技術者に工事内容の説明を行い、

電気工作物に係る工事は電気保安技術者を配置し、工事期間中の電気工作物の保安業務を行う。

・　事業用電気工作物　・　一般用電気工作物

本工事に伴う既設の軽微な加工改造は本工事とする。

（２）埋設表示用テープ（２倍）　・　要　　・　不要

（１）地中埋設標　　　　　　　　・　要（図示による。）　　・　不要

変更してもさしつかえない。

タンブラスイッチは、図面に特記なき場合、ネーム付とする。

・　塗装（　・　屋内　・　屋外　・　全て　・　図示　）

・　屋内（　内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ箇所　地階、ピット階　）

最上階の天井スラブへの埋込配管は、原則として避けるものとする。

合成樹脂製可とう電線管及び付属品は、ＰＦ管（単層管）の波付管以上を使用する。

・　屋外（内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ箇所：全て（塗装箇所除く）

(E19,E25,･･･E75)を使用してもよい。

但し、屋内箇所においては、表示されているものと同一外形のねじなし電線管

特記なき鋼製電線管(19,25,･･･75)の表示は全て薄鋼電線管とする。

本工事で施工するケーブル等については行先表示札を取り付けること。

記載内容は電源（GC3φ200V等）、受注者名、施工者名等とし、詳細は監督職員の指示による。

は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

また、機械室等の床埋設配管は図面上 PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分

開閉器のトリップ値は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配管・配線等は、経路、電線太さ、電線本数、管径、

施工可能日　・　土、日曜日、祝日施工有り　・　指定なし 

工事記録は以下のように行うこと。

　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方　建築設備編」

　　※次の図書を参考とする。

　　Ａ４用紙に印刷し、提出する。

　　※撮影用具にデジタルカメラを用い、サービスサイズ程度の大きさで

　　完成写真

　　工程写真 埋設部、隠ぺい部、施工工程、材料等

　○工事写真

34 電線本数，管路等

挿入する。

呼び線として、長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上のビニル被覆鉄線を 

13　耐震安全性の分類

12　既存躯体への穿孔

埋設深さは原則0.6m以下とし、それにより難い場合は監督職員と協議し決定すること。

　　に報告書を提出する。

　　構造部等の機械はつり箇所は、非破壊検査等による埋設物の調査を行い、監督職員11　非破壊検査等

10　施工調査 ・　はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行うこと。

・　石綿含有分析調査

　　（定性分析により石綿が含有されている場合は、定量分析を実施する。）

・　既設埋設配管等を切断または接続する箇所は、事前に試掘調査を行うこと。

33 発生材の処理 ・　引渡しを要するもの　　　・　引渡しを要するもの以外

　　構外搬出適切処理とする。

　　しくはＥ票の確認を受けるものとする。

・　特別管理産業廃棄物

　　ＰＣＢ使用機器は、関係法令に従い適切に処置する。

　　（ＰＣＢ使用機器 　　　　　　　　　　　）

・　蓄電池

　　広域認定事業者による処理を行い、管理票の写しを提出すること。

　　放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき収集運搬、廃棄を行うこと。

・　イオン化式感知器

・　再使用又は再資源化を図るもの

　　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票も

高さ５mを超える箇所での作業を有する場合の墜落制止用器具はﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用する。

完成確認及び完成検査時等の電源確保

完成時の操作説明

　施設管理者へ使用開始前に操作説明を行うものとする。

　操作説明にあたって、操作説明書、操作注意事項書を作成し、機側に備えること。

工期内の保安管理

　電気工作物の範囲が変更になった場合、工事着手から引渡しまでの

　電気保安管理等にかかる費用は本工事に含まれる。

　総合盤、発電設備、中央監視設備、自動制御設備、電話設備等、操作の必要な機器は、

提出し、監督職員の承諾を得ること。

　機器の動作確認、電圧、極性、相回転、導通、通信等が確認できる電源等を確保する。

現場閉所日、祝日、夜間に作業を行う場合は、事前に「休日及び夜間工事承諾願」を

   留意事項

E-01

2

3

　　・　外部足場等　（・くさび緊結式（手すり先行工法）　・　　　　　　　）　　

　　・　内部足場等　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設計図

仕様書

２．建物概要

１．工事場所

３．工事種目（〇印の付いたものを適用する）

１．共通仕様

２．特記仕様

Ⅰ．工事概要

Ⅱ．工事仕様

14　建設発生土の処理

位置ボックスで金属製を使用する場合、電力用には接地を施す。

配線器具(ｽｲｯﾁ､ｺﾝｾﾝﾄ他)の現場納り等による仕様、数量については監督職員の承諾を受けて

図面に特記なき場合は、　・　金属製（ステンレス、新金属も含む）　・　樹脂製　　とする。

図面に特記なき場合は、　・　金属製　　・　樹脂製　　とする。

・　公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）（令和４年版）　（以下、「標準仕様書」という。）

・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）　（以下、「改修標準仕様書」という。）

・　公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）（令和４年版）　（以下、「標準図」という。）

　　垂直積雪量（ 　・　0.3ｍ 　・　0.4ｍ）

46 施工者銘板

47 照明設備の照度測定

電動機出力 (kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

規約効率　 (％) 86.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.5 95.0 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5

　　備考（１）規約効率は、JET-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

　　　　（２）規約効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、

　　　　　IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

45 機器仕様

48 自家発電設備の

49　天井仕上げ表示

50　インバータ装置の

　　規約効率

図面において、室名に（　）を付したものは直天井を示し、それ以外は二重天井の部屋を示す。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。

一般照明及び非常照明の照度測定を行う。照度測定箇所は、監督職員の指示による。

（改造した場合はその内容を記載したものを含む）施工者銘板を設置すること。

記載内容は施工年度、工事名称、ケーブル番号、ケーブルの種類（EM-CE2㎜2-3C等）とした

新設、改造する盤の扉裏面に施工者銘板を設置すること。

使用機器の製造者選定による若干の仕様の相違は、監督職員の承諾を得れば可とする。

また、用途に応じ色分けすること。

二重床内に設置する器具の位置表示として、マーキングを直上の天井面に付けること。44　二重床内器具

配管工事等 承諾を受けて図面と多少相違しても差し支えない。

原動機、発電機と付属各機器間の燃料油、冷却水などの配管、制御用配線等は、監督職員の

ただし、耐火又は準耐火構造の壁等に用いる場合は、上記によらず金属製とする。

・　週休2日制対象外工事（　・　工事の実働日数が30日未満の工事　・ 現場閉所困難な工事）

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

四日市市　諏訪町　地内

市営中央駐車場 SRC造 地下2階地上5階建 9,772 13項イ

市営中央駐車場

　　　　　　・　その他　(　・Ｅ-03による　　・Ｍ-03による　　・A-01,56,75参照　)

・　完成図　CADデータ（JW CAD）　PDFデータ　（DVD）（　）枚1

作図 令和７年４月
市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事　

（A1）



・　アスベスト除去に伴う官公署等への届出申請を行うこと。

図
面
名

特記仕様書
縮
　
尺

設計番号

　四日市市都市整備部営繕工務課 四日市市諏訪町１番５号

１級建築士　登録第　　　　　　　号

工 事 名

建築電気設備２

図面番号

暴力団等不当介入に関する事項
　１．契約の解除

除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）
第３条又は第４条の規定により、四日市市建
設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札
参加資格停止措置を受けたときは、契約を解
除することがある。

２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務

(3)　(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加

(2)　契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂
　　並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。

　　行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるとき
　　には、業務発注所属と協議を行うこと。

　　資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
＜ 喫 煙 に 関 す る 事 項 ＞

　 学 校 敷 地 内 は す べ て 禁 煙 と し 、 敷 地 周 辺 の 路 上 等 に お い て も 禁 煙 に 努 め る こ と 。

＜ 現 場 代 理 人 に 関 す る 事 項 ＞

＜ 随 時 検 査 ＞

　 工 場 製 作 期 間 中 等 に 現 場 代 理 人 の 常 駐 を 解 除 す る 場 合 は 、 そ の 期 間 に 応 じ た 経 費 の 減 額 変 更 を 行 う 。

　 随 時 検 査 を 求 め た 場 合 、 監 督 員 の 指 示 に 従 い 受 験 す る こ と 。

　 設 計 金 額 30 0 0万 円 以 上 の 工 事 は 、 四 日 市 市 検 査 規 程 第 ８ 条 第 ６ 項 の 規 程 に よ り 発 注 者 が

個人情報の取り扱いに関する事項

第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、

第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、

　　　個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのない
　　　ようにしなければならない。

　　　当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年
　　　法律第５７号。以下「法」という。）第６７条に規定する義務を負う。
　２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ

第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施
　　　工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
　２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな
　　　ければならない。
　３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適

　　（基本事項）

　　（施工者の義務）

　　　ればならない。
　　（秘密の保持）

　　（適正な管理）

　　　正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
　３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個
　　　人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
　４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に
　　　対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、
　　　甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
　　（収集の制限）
第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工
　　　事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
　　（再提供の禁止）
第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再
　　　提供してはならない。
　２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必
　　　要な措置を講じなければならない。
　３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ
　　　すものとする。
　　（複写、複製の禁止）
第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施
　　　工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、
　　　又は複製してはならない。
　　（持ち出しの禁止）
第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し
　　　たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
　２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、
　　　輸送方法等を書面により確認するものとする。
　３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない
　　　ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損
　　　の防止その他適切な管理を行わなければならない。
　　（資料等の返還）
第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等
　　　を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により
　　　廃棄し、又は消去する場合を除く。
　２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
　(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断
　(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕
　３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと
　　　きは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれ
　　　ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
　４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資
　　　料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
　　（研修・教育の実施）

　　　工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
　　（苦情の処理）

　　　適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
　　（定期報告及び事故発生時における報告）

　２　乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、

第10　乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による

第11　乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、

第12　乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

　　　速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
　　（監査及び検査）
第13　甲は、この契約による工事に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が
　　　講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第６の規定により甲の承諾を得てこの契約に
　　　よる工事を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
　２　甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による工事の処理に
　　　関して必要な指示をすることができる。
　　（契約解除及び損害賠償）

項　　　目特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排 (1)　不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報

/

第14　甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解
　　　除及び損害賠償の請求をすることができる。

　１．対応要領に沿った対応
障害者差別解消に関する事項

　　（１）この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の請負（委託）を受けた者（以下
　　　　　「受注者（受託者）」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消
　　　　　の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障
　　　　　害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領（平成２９年２月２８日策定。
　　　　　以下「対応要領」という。）に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び
　　　　　「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
　　（２）（１）に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性につ
　　　　　いて十分に留意するものとする。
　２．対応指針に沿った対応
　　　上記１に定めるもののほか、受注者（受託者）は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針
　　　（法第１１条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行う
　　　よう努めなければならない。

設計図

　　アスベスト含有物の取扱い

アスベスト含有シール材の有無　・有　・無

作業場の隔離　・行う　・行わない

除去工法

湿潤にて撤去を行い、適法に処分する事。

処分方法　・埋立処分

・アスベストの中間処理に適する溶融施設

・認定を受けた無害化処理施設

８　アスベスト含有配管
　　接続部シール材の除去 除去シール材（　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　）

※本工事に配置管理させる者（有資格者）

※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）

又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）

９　特記事項

令和7年4月版

1:NO

　課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付して、本工事により生じた産業
　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた産業廃棄物が、

　廃棄物税相当分を請求することができる｡

産業廃棄物税

名　　　　称 測　　　点 取付高さ　[mm]

ブラケット（一般） 床上 ～ 中心 2,100

　　〃　　（踊場） 〃 2,500

　　〃　　（鏡上） 鏡上端 ～ 中心　   150

スイッチ　（一般） 床上 ～ 中心 1,200

　　〃　　（多機能便所用） 〃 1,200

自動スイッチ　（照明、換気扇用等） 〃 1,800

ｺﾝｾﾝﾄ，電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ，ﾃﾚﾋﾞ端子（一般） 〃   300

　　　　　　　〃　　　　　　 （和室） 〃   150

　　　　　　　〃　　　　　　 （台上） 台上 ～ 中心   150

コンセント（土間） 床上 ～ 中心   800 ～ 1,300

コンセント（電動車いす充電用） 〃   900

引込開閉器箱（低圧） 床上 ～ 上端 1,500

分電盤，制御盤，実験盤 床上 ～ 中心 1,500（上端1,900以下）

開閉器箱 〃 1,500

電磁開閉器用押しボタン 〃 1,200

接地用端子箱 地上，床上 ～ 中心   500

試験用接続端子箱 床上 ～ 下端   800

接地極埋設標 地上 ～ 中心   600

給油ボックス 　地上 ～ 給油口 1,000

室内端子盤（廊下・室内） 床上 ～ 下端   300

中間端子盤（ＥＰＳ・電気室） 床上 ～ 中心 1,500

壁付電話機 〃 1,300

親時計 〃 1,500（上端1,900以下）

子時計，スピーカ 〃 (天井高)×0.9

アッテネータ 〃 1,200

表示盤 〃 (天井高)×0.9

発信器（出退表示用） 〃 1,200

外部受付用インターホン（子機） 〃 標準図による

壁付インターホン　　　（上記以外） 〃 1,100

呼出ボタン（多機能便所用） 〃   900

復帰ボタン（　　 〃 　　） 〃 1,300

廊下表示灯（　　 〃　　 ） 〃 2,000

テレビ機器収容箱 天井下 ～ 上端　   200

火報受信機（複合盤） 　床上 ～ 操作部   800 ～ 1,500

副受信機 床上 ～ 中心 1,500

機器収容箱（火災報知設備） 〃   800 ～ 1,500

発信機 〃   800 ～ 1,500

警報ベル 〃 (天井高)×0.9

表示灯（火災報知設備） 〃 (天井高)×0.8

連動制御器（自動閉鎖） 〃 1,500

ガス漏れ検知器（重ガス） 〃   300

ガス漏れ検知器（軽ガス） 天井面 ～ 中心　 (天井高)－200

　　（参考）天井面を基準とする取付高は、天井高さが 2,500mm から 3,000mm の場合に適用する。

　　　天井高さが 3,000mm 以上の場合及び機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

接 地 の 種 類 記　　　号 接地抵抗値

A,B,D,C共 同 接 地・ Ｅ Ω以下

A,D,C共 同 接 地・ Ｅ 10Ω以下

AＡ 種・ Ｅ 10Ω以下

BＢ 種 Ω以下・ Ｅ

DＤ 種・ Ｅ 100Ω以下

CＣ 種・ Ｅ 10Ω以下

LH高圧避雷器用・ Ｅ 10Ω以下

LL低圧避雷器用・ Ｅ 10Ω以下

構 造 体 接 地・

交 換 機 用 t・ Ｅ 10Ω以下

At通 信 用・ Ｅ 10Ω以下

Dt通 信 用・ Ｅ 100Ω以下

電話引込口の保安器用 Lt・ Ｅ 100Ω以下

O測 定 用・ Ｅ

51　取付高さ 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－３組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1,000mm)

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－３組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－３組

ＥＢ（14φ）×３連－３組

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1,000mm)

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1,000mm)

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1,000mm)

接　　地　　極　（　参　考　）

52　接　地　極

Ｗ＝30 Ｌ＝900mm 以上、14φは、Ｗ＝40 Ｌ＝1,200mm 以上としても差し支えない。

接地極の材料は下記による。なお接地棒ＥＢ(14φ)の長さは 1,500mm 以上とし、10φは

電　動　機 器具容量、コンデンサ回路の配線

配線用遮断器等 [A] ｺﾝﾃﾞﾝｻ回路定格 定格電流 ｺﾝﾃﾞﾝｻ [μF]電流計 2ｲﾝﾊﾞｰﾀ 接続する電線(EM-IE)の最小太さ[mm ]出力 (参考値) 直入始動 Y-Δ始動
[A]入力側[kW] [A] 長さ8m以下 長さ3m以下MCCB MCCB 50Hz 60Hz[A]

 0.2 15 － 15 3 15 10

 0.4 15 － 15 5 20 15

15 － 15 5

 1.5  8 30 － 15 10

 2.2 11.1 40 － 20

 3.7 － 30 20

 5.5 60 50

 7.5 34 125 75 60

11 48 125 125 75 60

15 125 150 125

18.5 79 150 175 125

22 175 200 150 100 14

30 124 300 200 150

37 152 300 350 225 200

電　動　機 器具容量、コンデンサ回路の配線

配線用遮断器等 [A] ｺﾝﾃﾞﾝｻ回路定格 定格電流 ｺﾝﾃﾞﾝｻ [μF]2電流計ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力 (参考値) 直入始動 Y-Δ始動 接続する電線(EM-IE)の最小太さ[mm ]
[A]入力側[kW] [A] 長さ8m以下MCCB MCCB 50Hz 60Hz長さ3m以下[A]
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除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有保温材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.4]

作業場の隔離　・行う　・行わない

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

　　材等の除去

アスベスト含有成形板の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.5]

作業場の区画　・行う　・行わない

処分方法

石綿含有石膏ボード

※管理型最終処分場で埋立処分する。

石綿含有石膏ボード以外

・埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で

埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

　　板の除去

除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護

衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん

アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無

撤去の範囲　　・全面撤去　・図示による

除去工法（原則湿潤化し、下記工法とする）

・水洗い工法　・手工具ケレン工法

・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法

・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法

・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法

　　塗材の除去

上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。

除去工法の試験施工　・行う　※行わない

・隔離養生不要　・隔離養生必要(負圧不要)・その他（　　　　　　）

処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飛散防止処理技術指針」による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.6]

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」による。

５　アスベスト含有保温

６　アスベスト含有成形

７　アスベスト含有仕上

１　一般事項

　　の処理工事 アスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わない

アスベスト含有建材除去後の仕上げ　　　　・行う　　・行わない

２　アスベスト含有建材

施工箇所及び工法　　※図示

　　調査

３　アスベストの含有

　　　　　　・定性分析　　・定量分析

　※分析調査は「建材中の石綿含有率の分析方法について(令和3年12月22日改正)」に基づき行う。

※現地調査を行い、事前調査結果報告書を作成し、提出する。

　調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。

４　アスベスト含有吹付

　　け材の除去

　労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針（建築物等の解体等の作業及び労働者が

　石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する

　記述上の指針）を遵守すること。

　石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の各規定に基づく官公署等への届出等を行うこと。

・　石綿含有事前調査結果の都道府県知事及び労働基準監督署への報告を行うこと。

・　アスベスト除去に伴う作業計画の作成を行うこと。

・　アスベスト除去完了に伴う発注者への報告を書面にて行うこと。

　　調査結果報告書等の貸与　　　・　有　　　・　無

分析調査　　・行う（対象箇所：　　　　　　）　　・　行わない

事前調査（有資格者）　　・　行う　　・　行わない　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.2]

アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない　　　　　　　　　[9.1.1]

除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.3]

吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う

アスベスト粉じん濃度測定　　※行う 

  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定

　集じん・排気装置

  測定５

  測定４

施行区画周辺

又は、敷地境界

  処理作業室内

  処理作業室内

　処理作業中

　処理作業前

  測定３

  測定２

  測定１

 計２点

 各２点又は３点

 各２点又は３点

　大気

  (注)１

  (注)１

　備考　  測　定　場　所 測定名称　測定時期 測　定　点　(各施工箇所ごと)

を確認
空気の流れ

（処理作業室外の場合）

  の排出口

４方向各１点  測定６ 施行区画周辺
又は、敷地境界

　 －

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 1点

1点

  測定７   処理作業室内  各２点又は３点   (注)１

  (注)２

施行区画周辺
又は、敷地境界

  測定８

　処理作業後

４方向各１点 　大気　(隔離ｼｰﾄ撤去前)

　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。

　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。

　(注)２．集じん・排気装置の性能確認

  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法

   0.3 f/l             0.5 f/l    50 f/l

   210 min             120 min     5 min

     47mm

   10l/min             5l/min    1l/min

                     25mm

 位相差顕微鏡

 定量限界

 計数アスベスト

 計数条件

 試料の透明化

 試料の吸引時間

 試料の吸引流量

 メンブレンフィルタの直径

 計数機器

　測　定　5　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　測　定　3

 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法

 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野

 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上

作業場の隔離　※行う

除去工法

※除去工法については、工法に関する資料を監督職員に提出し、承諾を得ること。

処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)」
(以下「改修標仕」という。)による。
特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　　　　　　　　200V三相誘導電動機回路の器具容量等

53　高効率誘導電動機の

　　配線用遮断器等の選定

　　高効率誘導電動機回路保護用の配線用遮断器等の選定は下記による。

除去成形板（　下地ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板､仕上げﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ　）含有場所（　管理事務室内壁　）

作図 令和７年４月
市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

（A1）
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1階　湯沸室廻り平面詳細図

凡例

記 号 名 　 称 備 　 　 考

照 明 器 具 　 埋 込 型

照 明 器 具 　 埋 込 型

照 明 器 具 　 天 井 付

照 明 器 具 　 壁 付 け

3

パ イ ロ ッ ト ス イ ッ チ

電灯分電盤

S

3W15A× 1

1P15A× 1

記号 名　称

既設照明器具一覧表

B101

C202

D401

E401

壁付灯　標示灯

埋込形

埋込形

容　量

FL 20W ×4

FL 10W ×1

LED 20W ×2

FL 40W ×1

FL 40W ×1

備　考

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

人感センサー

×印は撤去を示す。

埋込形

記 入 な き 配 線 は 下 記 に よ る 。

凡例

記号 名　称 備　考

S

S

S

熱線センサー（親器）

熱線センサー（子器）

熱線センサー（子器）

LEDダウンライト

操作ユニット　 2回路　H=1,800取付RA

3

1P15A×1

3W15A×1

熱線センサー（親器） 換気扇接続機能付

7 EM-EEF 1.6-2C×2+1.6-3C(1C接地)

EM-EEF 1.6-3C(1C接地)

6 EM-EEF 1.6-2C+1.6-3C(1C接地)

換気扇接続機能付

照明器具姿図(参考)

昼白色：5000K

光源寿命：40000時間

本体：アルミダイカスト

枠：プラスチック

ＬＥＤダウンライト LRS1-17

消費電力：18.0W以下（AC100V時）

器具光束：1,700 lm以上　2,200 lm未満　

昼白色：5000K

光源寿命：40000時間

本体：アルミダイカスト

枠：プラスチック

ＬＥＤダウンライト LDS2-LRS1-17

消費電力：18.0W以下（AC100V時）

器具光束：1,700 lm以上

便所

便所

Ｃ

3,100

コーナーボックス

男子便所

×

×
×

ジョイントボックス アウトレットボックス

改修前

改修後

A204

×

湯沸室

E401×2

A

BA

A

B

C

D

S

S

S
D

A

湯沸室

記入なき配線は下記による。

A
×4

A
×7

A

C

Ｂ

Ａ

Ｃ

展開方向Ｄ

既 設

既 設

既 設

既 設

×2

タンブラスイッチ

タンブラスイッチ

F06

F06 埋込形

埋込形

IL 60W ×1 撤去

×

タ ン ブ ラ ス イ ッ チ

タ ン ブ ラ ス イ ッ チ

×

D401×2

S

3

H=1800 ガードプレート取付

B

MMA

MMB

MMB

MMB

配線のみ撤去、配管残置

操作ユニット

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

IV 2.0× 3(C19)

広角検知

広角検知

Ｃ

９
2,400210

多目的便所

コーナーボックス

操作ユニット

1
,8

00

1
20

2
,
00

0
1
80

撤去跡 金属ﾌﾟﾚｰﾄ穴塞ぎ

撤去跡 金属ﾌﾟﾚｰﾄ穴塞ぎ

男子便所

撤去跡 金属ﾌﾟﾚｰﾄ穴塞ぎ

撤去跡 金属ﾌﾟﾚｰﾄ穴塞ぎ

S C

IV 2.0× 4(天 井 内 こ ろ が し )

E11

多目的便所

男子便所女子便所

11 E

二重天井内はケーブルころがし配線とする。

破線は既設を示す。

露出立下り部はメタルモールにて保護とする。

IV 2.0× 4(天 井 内 こ ろ が し )

EM-IE 2.0×3(1本接地)（既設C19)



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★

図面名称工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
一級建築士登録　３３８６０１

治田　聡

A1: 1: 50

A3: 1:100

X

1φ3W210/105V

MCCB3P100/75A

XX

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

1 2

3

200V

200V

200V

200V

コンセント
事務室・倉庫事務室コンセント

仮眠室・洗面
コンセント

中央監視

管理ブース

管理ブース　照明

事務室・便所照明

防災盤

管理ブース

◇

◇

中央監視 中央監視

X
200V 電気自動車充電用

仮眠室エアコン

事務室エアコン

Ｅ－０４１階コンセント設備図（改修後）

1,
35

0
61

3
2
40

4,
80

0

85
12

5

Ｋ

Ｊ

2,
83

7

MCCB2P60/60A

倉庫

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-3C
天井内

改修後平面図 S=1/50

L-1

DS

UB

事務室・便所照明

300

750

500

450

500

500

200

湯沸室

天井内ころがし

仮眠室

男子便所

二重天井内はケーブルころがし配線とする。
露出立下り部はメタルモールにて保護とする。
破線は既設を示す。

事務室

EM-EEF2.0-3C
天井内

EM-EEF2.0-3C
天井内

EM-EEF2.0-3C
天井内

女子便所

1φ3W210/105V

改修後　L-1　鋼板製　埋込型 

X
MCCB3P100/75A

X
200V 電気自動車充電用

MCCB2P60/60A

予 備

改修前　L-1　鋼板製　埋込型 

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

200V

コンセント
事務室・倉庫事務室コンセント

仮眠室・洗面
コンセント

中央監視

管理ブース

管理ブース　照明

事務室・便所照明

防災盤

管理ブース

◇

中央監視 中央監視

仮眠室エアコン

事務室・便所照明

300

750

500

450

500

500

200

X

X 50

※

※

※Ａ

※Ａ
※Ｂ

※Ａ
※Ｂ

※Ａ
※Ｂ

※Ａ

※Ａ

※Ａ
※Ｂ

※Ａ
※Ｂ

凡例

記号 名　称 備　考

壁付コンセント 2P15AE+ET

ジョイントボックス アウトレットボックス

電灯分電盤

便器用リモコン 機械設備工事

2101,0001,1876131,300700

4,8002,000
８ ９

※Ａ

便器用リモコン電源

既設電灯盤改修

※Ａ
※Ｂ

※Ｂ　　一種金属線ぴA型　コーナーボックス

※Ａ　　一種金属線ぴA型　スイッチボックス

★ --壁 貫 通 補 修

※

ED

EM-IE5.5°(HI16)

露出配管
EM-IE5.5°(HI16)

天井内ころがし

EM-EEF2.0-3C
EM-IE5.5°

ELB

14

15X
200V◇ 1

X※

事務室エアコン4

4

X

◇　ELCB2P50/30A×2

既設◇　ELCB2P50/30A×2

EM-EEF2.0-3C×2

800

900

多目的便所呼出装置

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

※

★

★

★

★

点検口 450□

IV22°×3 IV22°×3

X※ 13

16

13

事務室トイレ
コンセント300

女子便所
コンセント

男子・多目的便所
コンセント

SUS WP
PB200×200×200

天井内
EM-EEF2.0-3C

多目的便所

SUS WP
PB200×200×200

露出配管
14 16EM-EEF2.0-3C×2(G36)

建築工事

丸型露出ボックス

ＭＭＡコーナーボックス

ＭＭＡコーナーボックス

EET

EET

EET
EET

EET EET

便所

一種金属線ぴA型(壁面)

一種金属線ぴA型(壁面)

(壁面)一種金属線ぴA型

一種金属線ぴA型(壁面)

天井内
EM-EEF2.0-3C

一種金属線ぴA型 (壁面)

既設MCCB1P50/20A×12

増設※  ELCB2P50/20A×4

撤去※  ELCB2P50/30A×2
MCCB1P50/20A×12

コンパクト手洗器用電源

EET

梁巻部分
一種金属線ぴA型にて保護

梁巻部分
一種金属線ぴA型にて保護

★



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★

図面名称工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
一級建築士登録　３３８６０１

治田　聡
Ｅ－０５Ｂ１階幹線設備図（改修前・後）

A1: 1:150

A3: 1:300

改修前 改修後

駐車場
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1
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壁
芯

200

ファン室B

ファン室Dファン室C

ファン室A

BL-1

B1階 平 面 図 　 S=1:150 B1階 平 面 図 　 S=1:150

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

BL-1
MCCB2P50/20A 負荷名称変更
【EV車充電器用】→【予備】
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★

訂正

★
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承認 備考

★

図面名称工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
一級建築士登録　３３８６０１

治田　聡
Ｅ－０６１階誘導支援設備図（改修後）

2101,0001,1876131,300700

4,8002,000
８ ９

1
,3

50
6
13

24
0

4
,8

00

8
5

1
25

Ｋ

Ｊ

2
,8

3
7

改修後平面図 S=1/50

DS

UB

倉庫

湯沸室

事務室

便所

N

C N

仮眠室

誘導支援設備機器姿図

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

形    状

材    質 SPCC t1.2

窓    数

呼出音と表示窓点灯表示方式

１窓

備　　考

形状/材質

復旧ボタン付、抗菌仕様

引きひも 60cm(調節可)

防まつ形(JIS C 0920 4級相当)
電源電圧

トイレ呼出ボタン(引きひも付)１窓用呼出表示器

形　　状

形　　状

C N N

70 10.5

12
0

380

8

60

25
0

1
20

27
116

アイホン NBR-7HWA

ケアコム　IRP-1B ケアコム　BT-312ZR

N

A3: 1:100

A1: 1: 50

立ち下げは一種金属線ぴA型使用

アイホン　CBN-1C

男子便所

女子便所

★--壁貫通補修

天井内ころがし
EM-AE 1.2-3C

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

★

★

★

ブザー付廊下灯（防滴仕様）

備　　考 ブザー付

ケアコム　BL-644U/8 ＋新金属ﾌﾟﾚｰﾄ ケアコム　BR-302RAU ＋新金属ﾌﾟﾚｰﾄ

復旧ボタン（防滴仕様）

アイホン NR-BZLA24WP/A アイホン NR-2A14WP

1
20

1370

露出配管

EM-AE 1.2-3C
天井内

PB150×150×150
SUS

立ち下げは一種金属線ぴA型使用

露出型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）

露出型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）/樹脂

露出型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）

露出型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

多目的便所

天井内 EM-AE 1.2-3C

SUS
PB150×150×150

EM-EEF 2.0-3C(MMA) L-1  　より15

(壁下地、仕上げアスベスト含有)
一種金属線ぴA型にて保護
梁巻部分

L-1

EM-AE 1.2-3C(GZ22)

立ち下げは(GZ22)使用



四 日 市 市 諏 訪 町 １ 番 ５ 号

１ 級 建 築 士 　 登 録 第 　 　 　 　 　 　 　 号

図面番号設計番号

縮
　
尺

特記仕様書
図
面
名 建築機械設備１

　 四 日 市 市 都 市 整 備 部 営 繕 工 務 課

工 事 名

令和7年4月版

設計図

２．建物概要

/

設計図

別 表 第 一

消防法施行令
階　数 備　考

建築基準法による

延べ面積（㎡）
建 物 名 称 構　造

1:NO

３．工事種目（〇印の付いたものを適用する）

　〇印の付いたものを適用する。

４．指定部分　　・ 無　　・ 有（　部位：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　指定部分工期　令和　　年　　月　　日

１．共通仕様

Ⅱ．工事仕様

２．特記仕様

　章、項目及び特記事項は、〇印の付いたものを適用する。

建物別及び屋外 工　事　種　別

工　事　種　目

・　空 気 調 和 設 備

・　換　 気　 設　 備

・　排　 煙 　設 　備

・　自 動 制 御 設 備

・  衛 生 器 具 設 備

・　給　 水 　設 　備

・　排　 水 　設 　備

・　給　 湯 　設 　備

・　消　 火 　設 　備

・　厨　 房 　設 　備

・　ガ　 ス 　設 　備

・　雨 水 利 用 設 備

・　排 水 処 理 設 備

・　し 尿 浄 化 槽 設 備

・　撤　 去　 工　 事

特　記　事　項項　　　目

M-01

仕様書

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、

特　記　事　項項　　　目 特　記　事　項項　　　目

一
般
共
通
事
項

１　設計用温湿度

冬期

夏期

温度(DB)

28℃

19℃

50％

40％ 24℃

24℃

45％

45％

19℃(参考)

28℃(参考)

40％(参考)

50％(参考)

湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)湿度(RH)温度(DB)

一般系統(ACP系統)OA系統一 般 系 統

湿度(RH)

（地区名：津）

外　気 屋　　内

特　記　事　項項　　　目

一
般
共
通
事
項

２　鋼板製煙道 　　伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。

３　ダクト

・　高圧１ダクトの適用範囲は図示による｡

・　ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

・　コーナーボルト工法（長辺の長さが1500㎜以下の部分）・アングルフランジ工法

・　低圧ダクトの工法は下記とする。

４　風量測定口 　　取り付け箇所は図示による。

（１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音

　　　内貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。

（３）外壁ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように施工する｡

５　チャンバー等

　　　図示されたチャンバーには点検口を設ける。

　　　400×400×250H、200㎜を越えるものは、500×500×300Hとする。

（５）内張りを施すチャンバー等の表示寸法は、外形寸法とする。

（６）アネモ形吹出口接続用ボックスは、吹出口のネック径200㎜以下は、

寸法は図示されていない場合は（　・　400x500H　・　500x600H）とする。

（４）空気調和機の吸い込み側及び吐出側に接続するチャンバーの板厚は、1.2㎜ 以上とする。

６　ダンパー （１）防煙ダンパー　　　復帰方式（　・　遠隔　・　　　　　）

（２）ピストンダンパー　復帰方式（　・　遠隔　・　　　　　）

７　配管材料

　　６５Ａ以上の冷温水・冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。

・　鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

・　ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

　　ＪＩＳ又はＪＶ（　・　５Ｋ　・　１０Ｋ（図示部分））８　弁　類

（３）油管　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒）

　　　膨張タンクよりボイラー等への補給水管

（７）冷媒管　　　　　　　・　断熱材被覆銅管

（６）膨張管　空気抜き管　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

（５）高温水管　　　　・　ステンレス鋼管　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

　　　　　　　還　管　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（　・　Sch80）

（１）冷温水管　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）　・　塩ビライニング鋼管（HVA）

（２）冷却水管　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）　・　塩ビライニング鋼管（VA）

（８）ドレン管　　　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）　　・　ビニル管（VP）

（４）蒸気管　給気管　・　配管用炭素鋼鋼管（黒）　

　　　　　　　　　　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）（　・　Sch40）

配管材料は原則下記とし、下記以外は図示による。

　　なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

９　油面制御装置 　　油面制御盤には（　・　遠隔警報　・　電磁弁制御　・　　　　　　）の端子を設ける。 

　　室内機器等の吊り用ボルトには、ダブルナットで固定し、ボルト長さが1000mm以上

　　の場合には、振れ止めを施す。

18　吊機器の振れ止め

・　冷媒管は、製造者の標準仕様による。ただし、断熱材被覆銅管の断熱材厚さは、液管を

　　すること。

・　冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用

　  の間に設ける。

10　配管施工

・　設ける　　　　　　　　　　　・　設けない11　ばい煙濃度計

・　設ける（口径８０φ以上）　　・　設けない　　

・　本体は（　・　アスファルト　・　モルタル　・　エポキシ樹脂）により保護を行う。

12　ばいじん量測定口

　　ダクトに形鋼振れ止め支持を行う。図面に特記なき場合、支持部材選定表による。

・　鋼製　　　　　 ・　アルミニウム製　　　　・　木製13　吹出口・吸込口

17　形鋼振れ止め

・　設ける（検出部と指示部一体形）　・　設けない

　　取付箇所は、（ ・　ユニット形空気調和機　・　冷温水ポンプ

・　瞬間流量計を設けない場合は、ピトー管式流量計用タッピングのみを設ける。

　　　　　　　　　 ・　ヘッダーの各送り管　　・　ヘッダーの各返り管）とする。

14　瞬間流量計

　　取付箇所は前記による。

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

冷 却 水
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機器入口側 機器出口側

圧力計 温度計 圧力計 温度計

温度計の種類

冷 水

冷 却 水

冷 温 水

冷 却 水

チャンバ

温 水

冷 温 水

チャンバ

チャンバ

温 水
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冷 温 水 機

空気 調和機

冷 凍 機

パッケージ形

温風 暖房機

温水 ボイラ

管 寄 せ

空気 調和機

機器名

ガード付

Ｌ形又は円形

ガード付

Ｌ形又は円形

ガード付

Ｌ形又は円形

ブルドン管式

ブルドン管式

Ｌ形又は円形

ブルドン管式

Ｌ形又は円形

Ｌ形又は円形

15　圧力計・温度計

　　ポ　ン　プ　　基礎施工要領（四）　・　標準基礎  ・  防振基礎

　　遠心冷凍機　　基礎施工要領（二）　・　標準基礎

　　往復動冷凍機　基礎施工要領（二）　・　標準基礎

　　パッケージ形

　　ユニット形

　　空気調和機　　基礎施工要領（三）　・　標準基礎  ・  防振基礎

　　遠心送風機　　基礎施工要領（四）　・　標準基礎  ・  防振基礎

　　空気調和機　　基礎施工要領（三）　・　標準基礎  ・  防振基礎　・  既製品基礎

16　機器基礎

・　防振基礎は市販の防振装置を使用してよい。

・
空
気
調
和
設
備

・　工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

・　市支給。ただし現場において既設設備より供給可能な範囲に限る。　　・水・その他

５　監督員事務所

６　工事用電力

７　工事用仮設物

・　別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

・　本工事で設置する。

　　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

　　ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

　　の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・　外部足場等　（・くさび緊結式（手すり先行工法）　・　　　　　　　）　　

・　内部足場等　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　・　交通誘導警備員Ａ　　　・　交通誘導警備員Ｂ

交通誘導員　　　・　配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない

８　足場その他

９　交通安全管理

監督員事務所を設けること。

工事用仮設物を構内につくることができる。

10　施工調査 ・　はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行うこと。

・　石綿含有分析調査

　　（定性分析により石綿が含有されている場合は、定量分析を実施する。）

・　既設埋設配管等を切断または接続する箇所は、事前に試掘調査を行うこと。

21 工事実績情報登録

（１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては

　　　有効質量）に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

　　上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

　　　場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

　　水槽類にはオイルタンクを含む。

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

　　　・　消火ポンプ　　・　充水槽　　　・　受水槽　　　　・高架水槽

　　中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

　　　・　揚水ポンプ　　・　その他（　　　　）

13　耐震安全性の分類

　　重要機器は次による。

　　設計用標準水平震度

上層階・ 　　　機　　　器

屋上及び　　　防振支持の機器

塔屋　　　　　 水　槽　類

中間階　　　　防振支持の機器

　　　　　　　 水　槽　類

　　　　　　　 水　槽　類

地階・１階　　防振支持の機器

　 　　　　　　機　　　器

　 　　　　　　機　　　器

設置場所　　　　機器種別
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・ 特定の施設 ・ 一般の施設

　　と耐震施工

　　での処理状況が分かる写真を提出すること。また、処分地が民有地の場合、土地所有者

・　埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

・　構外搬出適切処理とする。

　　※建設発生土を搬出する場合は、事前に書面にて処分地の報告(位置図等)を行い、処分地

　　からの建設発生土受入承諾書の写しを提出すること。

建築研究所監修）による。（100kg以上の機器を対象とする。）

設備機器の固定は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版（独立行政法人

14　建設発生土の処理

15　埋戻し土・盛土  地中埋設管まわりは山砂の類とし、図面に記載のない部分は掘削土の良質土で埋戻す。

　　されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

　　品質等

（１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す

　　べき品質及び性能を有するものとする。

（２）別表－１に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満た

　　すものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価され

　　たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載

　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　③安定的な供給が可能であること。

　④法令等で定めで許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

(３)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品目は

　　判断の基準等を満足させるものとする。

16　材料・機材の

（１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーテ

　　　ィクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

　　　断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散

　　　が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分

　　　に応じた材料を使用する。

　　　と共に、次の①から④を満たすものとする。

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料

　　　を使用する。

　　③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシル等を

　　　含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル

　　　デヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料

　　　を使用したものとする。

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

　　とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当

　　する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムア

　　　ルデヒド発散建築材料以外の材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

    ④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

17　環境への配慮

・　建設副産物を搬出する際の計画

　完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

　資源利用促進計画の作成を要する工事である場合（下記内容該当工事）は、受注者は、工事の

※本工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）の規定により再生18　資源有効利用促進

・　請負業者賠償責任保険　　（保険証の写しを提出）

・　建設工事保険（管理財物担保特約に加入）（保険証の写しを提出）

保険期間は工事期間を原則とする。（必要に応じて延長するものとする。）

下記の制度について加入すること。

・　法定外労災補償制度　　　（加入証明書の写しを提出）

・　建設業退職金共済制度　　（掛金収納書を提出）

　　共済証紙購入額　　請負額の0.5／1000以上

　　ただし、建設業退職金共済については請負額が500万円以上の場合とする。

　　※1 他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は

　　理由書の提出をもって共済証紙の購入を不要とする。

　　※2 契約変更により工事価格が上昇した場合は、不足分を追加購入すること。

　　工事請負金額500万円以上の工事は、工事実績情報サービス(CORINS)に登録すること。

19　工事の保険

20　建設共済等

穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属

装置等を用いて施工する。

11　非破壊検査等

12　既存躯体への穿孔

構造部等の機械はつり箇所は、非破壊検査等による埋設物の調査を行い、監督職員

に報告書を提出する。

　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、施工体制台帳の写しを提出

　　すること。なお、下請契約締結後、速やかに提出すること。変更時も同様とする。

22 施工体制台帳提出

　　資材購入及び工事の一部を下請業者にて施工する場合、業者の選定に際し

　　ては、できる限り市内業者を優先させること。

23 資材購入及び下請業者

   の選定に際しての

   留意事項

　施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の

工事記録は以下のように行うこと。

　○工事写真

　　工程写真 埋設部、隠ぺい部、施工工程、材料等

　　完成写真

　　※撮影用具にデジタルカメラを用い、サービスサイズ程度の大きさで

　　Ａ４用紙に印刷し、提出する。

　　※次の図書を参考とする。

　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方　建築設備編」

24　工事記録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(屋外露出：VP　ｶﾗｰVP　屋内：保温付VP)

　　10mm以上、ガス管を20mm以上とする。

 冷媒管の耐圧試験は24時間メーカー推奨圧力で行う。

・　冷媒管の支持受け材として保護プレートを断熱被膜鋼管と吊り金物、支持金物、固定金物

一
般
共
通
事
項

・　風圧力

　　風速　(V0＝34m/s)

・　積雪荷重

　　地表面粗度区分（　 ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・ Ⅲ　　・Ⅳ　）

　　垂直積雪量（ 0.3ｍ ）

　　

１　適用区分

「四日市市週休2日制工事実施要領（営繕工事）」（令和６年７月１９日改正適用）

　に基づく適用は下記による。

・　週休2日制工事対象　　　　　　　 　　　　　　　　　　   

・　週休2日制工事(受注者希望型）対象　　　

　完全週休2日制工事(受注者希望型含む)の現場閉所日については下記による。

　・土日閉所（ただし、　/　　～　　/　　については土日作業とすること。）

　・土日以外閉所

　　　なお、現場閉所日については、原則として毎週連続する同一の曜日とすること。

　　　土日以外閉所における現場閉所日は、着手前に監督職員と協議の上設定すること。

　　機械設備の改修等のため、在来設備を一時停止させる必要のある場合は、

　　予めその時期、停止の範囲及び工法等を施設管理者などの関係者と打ち合わせ、

　　との取合い

工事区分表による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。２　他工事又は他工種

３　週休2日制工事

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

４　施工条件

　　施設の運営に支障を来たさないよう特に注意する。

　　場合によっては停電、断水計画書等を提出し、承諾を得たうえで作業を行うものとし、

施工可能日　・　土、日曜日、祝日施工有り　・　指定なし 

完成確認及び完成検査時等の給排水・ガス確保

高さ５mを超える箇所での作業を有する場合の墜落制止用器具はﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用する。

　機器の動作確認、運転確認できるように給排水・ガスを確保すること。

完成時の操作説明

　空調設備、自動制御設備、ポンプ、ろ過機、浄化槽設備等、操作の必要な機器は、

　施設管理者へ使用開始前に操作説明を行うものとする。

　操作説明にあたって、操作説明書、操作注意事項書を作成し、機側に備えること。

現場閉所日、祝日、夜間に作業を行う場合は、事前に「休日及び夜間工事承諾願」を

提出し、監督職員の承諾を得ること。

施工可能時間帯・指定なし　・　指定有り（　・　Ｅ-03による　・Ｍ-03による　・　　）　

　　1.土砂500m3以上　　2.コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材の合計が200t以上

・　再生資材を利用する際の計画

　　1.土砂500m3以上　　2.砕石500t以上　　3.加熱アスファルト200t以上

４　発生材の処理

・　引渡しを要するもの以外

　　構外搬出適切処理とする。

　　もしくはＥ票の確認を受けるものとする。

・　特別管理産業廃棄物

　（ＰＣＢ使用機器 　　　　　　　　　　　）

　　ＰＣＢ使用機器は、関係法令に従い適切に処置する。

・　再使用又は再資源化を図るもの

・　引き渡しを要するものは(金属類（ ・ 機器　・ ダクト　・ 配管　・ その他の金物)

　　　　 ・　ルームエアコン　・　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　)とする。

３　冷媒の回収

　　（フロン類） 冷媒の回収にあたっては、監督職員に次の書類を提出する。

冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は改修標準仕様書による。

（ア）第一種フロン類回収業者登録通知書の写し　（イ）フロン類回収証明書

２　支持金物等 ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。

１　撤去内容 ・　図示による・
　
撤
去
工
事

・　工事完成図（竣工図（修正済みの設計図）＋施工図）

・　完成図　（A4版に製本したもの）

・　保全に関する資料等　（　）部

25 完成時の提出図書

・　完成図　（A1またはA2サイズで電気設備図と併せて二つ折り製本したもの）（　）部

監督職員の指示により下記のものを提出する。

・　工事写真（紙、DVD）※DVDは原則として、完成図データと同一媒体とする。

・　合成ゴム製　　　・　ベローズ形

・　合成ゴム製　　　・　ベローズ形

ライニング弁類の使用範囲　　・　標準仕様書による  　・　使用しない

・　亜鉛鉄板　　　　・　紙チューブ　　　・　つば付鋼管　　　・　塩化ビニル管

（２）電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

（１）機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

37　絶縁継手

38　防振継手

39　可撓継手

40　鋳鉄製弁類

41　スリーブ

42　容量等の表示

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。26 施工図等の取扱い

（１）地中埋設標　　　　　　　　・　要（図示による。）　　・　不要

（２）埋設表示用テープ（２倍）　・　要（排水管を除く。）　・　不要

27　地中埋設標等

28　既設との取合い

・　５０Ｈｚ　　・　　６０Ｈｚ29　電源周波数

30　電気工作物の種類

　　と電気保安技術者

・　事業用電気工作物　・　一般用電気工作物

電気工作物に係る工事は電気保安技術者を配置し、工事期間中の電気工作物の保安業務を行う。

電気主任技術者が選任されている施設においては、電気主任技術者に工事内容の説明を行い、

工事の調整にあたる指導を受けるものとする。

電気保安技術者　　事業用電気工作物：電気主任技術者　　一般用電気工作物：電気工事士

本工事に伴う既設の軽微な加工改造は本工事とする。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。

標準仕様書第２編 2.5.16.12　の溶接部の非破壊検査を行う。

屋内埋設配管についても、通常の配管支持方法に準じて行う。

次の配管には、防振吊り金物（ ・　シングル　・　ダブル）または、防振支持金物を

設ける。ただし、屋外及び地下ピットを除く。

プラスチックテープ巻き 1/2 重ね１回巻きとする。（外面被覆ライニング鋼管及び排水管は除く）

31　電線類

32　管溶接部の検査

33　管の防食

34　吊り及び支持 （　・　槽内　・　土間）の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製（SUS304）とする。

　　防振支持金物

・　口径 50A以上の配管（ ・　冷温水　・  冷却水　・　揚水　・　消火　・　　　　）

・　次に示す配管

露出機材の塗装仕上げは下記による。

・　屋外：　・　ドレン管　　 (　・　指定色塗装　・　　　　　　）

　　下記の保温を施さない亜鉛メッキを施したダクト及び配管は、塗装を行わない。

・  機械室    ・  倉庫    ・  電気室  

・　屋内：　・　EPS、ピット階を除く露出配管、電線管類（　・　指定色塗装　・　　　　）

・　金属電線管　 (　・　内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ 　・　指定色塗装) 　 　

36　塗装、表示

表示すること。また、弁には常開、常閉、調整　等の札表示を行うこと。

機械室、PS内、水槽廻り、その他必要な箇所に配管種別（「給水」等）、流向（矢印）を

特記なき取り付け箇所及び仕様は標準仕様書第2編第2章第2節2.2.12による。

（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。

（２）新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

詰まりがない事を目視での確認で良いこととする。

上記（２）により難く、既設配管との接続の場合は、監督職員の承諾を得れば、漏れ、

給水管の水道用硬質塩化ビニル管HIVPは0.75MPaでの耐圧試験とする。

給水、給湯用架橋ポリエチレン管はメーカー推奨圧力で行う。

既設配管は保温、埋設直前に、給水給湯系は24時間常圧耐圧確認、排水系は通水確認を行う。

43　試　験

　　調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）

・　本工事　　　・　　別途

・　風量調整　　・　　水量調整　　・　　室内外空気の温湿度の測定

・　室内気流及びじんあいの測定　　・　　騒音の測定　

　　　　一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

　　　　有機物（全有機炭素(TOC)の量）、PH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素

　　・　検査項目は下記による

・　飲料水の水質の測定（水道法第４条の水質基準の規定に基づくこと）

　　・　その他（・　　項目　　　　・　遊離残留塩素　・　図示　　　　）

機械設備工事機材承諾図様式集（令和4年版）によるほか、監督職員の指示による。

44　総合調整

45　機材の承諾図

2

3

　　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票

 冷媒管の立て管は、垂直方向に5m以上ある場合、ガス管、液管共に銅管から直接1箇所以上

 固定すること。

35.3℃

 1.9℃ 53.6％

63.1％

改修　一式

改修　一式

改修　一式

改修　一式

改修　一式

改修　一式

・系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に

　設ける。説明板の大きさは、約     ｍ2とする。

　　工事日報、納品伝票、出荷証明の写しは監督職員が提出を求めた場合に

　〇工事日報、納品伝票、出荷証明

　　提出すること。

・　公共建築工事標準仕様書　　（機械設備工事編）（　令和４年版　）（以下「標準仕様書」という。）

・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（　令和４年版　）（以下「改修標準仕様書」という。）

・　公共建築設備工事標準図　　（機械設備工事編）（　令和４年版　）（以下「標準図」という。）

・　週休2日制対象外工事（　・　工事の実働日数が30日未満の工事　・現場閉所困難な工事）

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事　
作図 令和７年４月

四日市市　諏訪町　地内

市営中央駐車場 SRC造 地下2階地上5階建 9,772 13項イ

市営中央駐車場

・　完成図　CADデータ（JW CAD）　PDFデータ　（DVD）（　）枚1

35　防振吊り金物及び

　　　　　　・　その他　(　・　Ｅ-03による　　・Ｍ-03による　　・A-01,56,75参照　)

（A1）



　　　　 特　　記　　事　　項項　　目

・　自然流下

　　調査結果報告書等の貸与　　　・　有　　　・　無

・ 都市ガス（供給者名：　　　　　　　　発熱量　　　　　　　　ＭＪ/ｍ３（Ｎ））

図
面
名

特記仕様書
縮
　
尺

設計番号 図面番号

　四日市市都市整備部営繕工務課 四日市市諏訪町１番５号

１級建築士　登録第　　　　　　　号

建築機械設備２

工 事 名

　　　　

１　ガス種別

２　配管材料

・ 液化石油ガス

４　集合装置

５　転倒防止等

６　メーター

・ 子メーター（買い取り）（・ 直読式　・ パルス式）

　　標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　　４本組。

８　漏洩検知装置

９　電気防食

・ 要　・ 不要

・ 要　・ 不要

10　引込負担金等

特　　記　　事　　項

暴力団等不当介入に関する事項
　１．契約の解除
四日市市の締結する契約等からの暴力団等排
除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）
第３条又は第４条の規定により、四日市市建
設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札
参加資格停止措置を受けたときは、契約を解
除することがある。

２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務

(3)　(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加

(1)　不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報

(2)　契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂
　　並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。

　　行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるとき
　　には、業務発注所属と協議を行うこと。

　　資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
＜ 喫 煙 に 関 す る 事 項 ＞

　 学 校 敷 地 内 は す べ て 禁 煙 と し 、 敷 地 周 辺 の 路 上 等 に お い て も 禁 煙 に 努 め る こ と 。

＜ 現 場 代 理 人 に 関 す る 事 項 ＞

＜ 随 時 検 査 ＞

　 工 場 製 作 期 間 中 等 に 現 場 代 理 人 の 常 駐 を 解 除 す る 場 合 は 、 そ の 期 間 に 応 じ た 経 費 の 減 額 変 更 を 行 う 。

　 随 時 検 査 を 求 め た 場 合 、 監 督 員 の 指 示 に 従 い 受 験 す る こ と 。

　 設 計 金 額 300 0万 円 以 上 の 工 事 は 、 四 日 市 市 検 査 規 程 第 ８ 条 第 ６ 項 の 規 程 に よ り 発 注 者 が

個人情報の取り扱いに関する事項

第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、

第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、

　　　個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのない
　　　ようにしなければならない。

　　　当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年
　　　法律第５７号。以下「法」という。）第６７条に規定する義務を負う。
　２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ

第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施
　　　工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
　２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな
　　　ければならない。
　３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適

　　（基本事項）

　　（施工者の義務）

　　　ればならない。
　　（秘密の保持）

　　（適正な管理）

　　　正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
　３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個
　　　人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
　４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に
　　　対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、
　　　甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
　　（収集の制限）
第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工
　　　事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
　　（再提供の禁止）
第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再
　　　提供してはならない。
　２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必
　　　要な措置を講じなければならない。
　３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ
　　　すものとする。
　　（複写、複製の禁止）
第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施
　　　工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、
　　　又は複製してはならない。
　　（持ち出しの禁止）
第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し
　　　たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
　２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、
　　　輸送方法等を書面により確認するものとする。
　３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない
　　　ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損
　　　の防止その他適切な管理を行わなければならない。
　　（資料等の返還）
第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等
　　　を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により
　　　廃棄し、又は消去する場合を除く。
　２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
　(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断
　(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕
　３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと
　　　きは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれ
　　　ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
　４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資
　　　料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
　　（研修・教育の実施）

　　　工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
　　（苦情の処理）

　　　適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
　　（定期報告及び事故発生時における報告）

　２　乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、

第10　乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による

第11　乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、

第12　乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

　　　速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
　　（監査及び検査）
第13　甲は、この契約による工事に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が
　　　講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第６の規定により甲の承諾を得てこの契約に
　　　よる工事を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。
　２　甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による工事の処理に
　　　関して必要な指示をすることができる。
　　（契約解除及び損害賠償）
第14　甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解
　　　除及び損害賠償の請求をすることができる。

・
　
ガ
ス
設
備

/

７　ガス漏れ警報器

３　充てん容器

・ 液化石油ガス　（１）一般：　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

　　　　　　　　 （２）地中：　・　ポリエチレン管　　・　外面被覆鋼管（ＶＬ）

　　別途（　・　５０ｋｇ　・　 　　　　）×　４本

　　標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）の（ ・ （ａ）　・ （ｂ））による。

・ 親メーター（貸与品）　（・ 直読式　・ パルス式（パルス発信器は ・ 買い取り））

・ 本工事（図示による）　　・　別途工事

　１．対応要領に沿った対応
障害者差別解消に関する事項

　　（１）この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の請負（委託）を受けた者（以下
　　　　　「受注者（受託者）」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消
　　　　　の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障
　　　　　害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領（平成２９年２月２８日策定。
　　　　　以下「対応要領」という。）に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び

　　（２）（１）に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性につ
　　　　　いて十分に留意するものとする。
　２．対応指針に沿った対応
　　　上記１に定めるもののほか、受注者（受託者）は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針
　　　（法第１１条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行う
　　　よう努めなければならない。

　　　　　「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。

設計図

令和7年4月版

1:NO

項　　目

・ 都市ガス　ガス事業者の供給規定による。

１　風道種別
・
　
換
気
設
備

・　長方形風道　・　スパイラルダクト　・　アルミフレキシブルダクト（接続部）

・  ビニル管

産業廃棄物税
　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた産業廃棄物が、
　課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付して、本工事により生じた産業
　廃棄物税相当分を請求することができる｡

２　ダクト ・　低圧ダクトの工法は下記とする。

・　コーナーボルト工法（長辺の長さが1500㎜以下の部分）・アングルフランジ工法

・　高圧１ダクトの適用範囲は図示による。

・　ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

・　厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より１ランク厚いものを使用する。

３　風量測定口 　　取り付け箇所は図示による。

４　ダンパー 　　空気調和設備の当該項目による。

・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む。）系統　　　・ （排気ガス）系統５　排気ダクトのシール

６　チャンバー 　　空気調和設備の当該項目による。

１　ダクト

２　排煙口の形式

３ 排煙口手動開放装置

　（開放及び復帰方式）

・　ワイヤー式　・ 電気式（遠隔操作　・ 不要　・ 要）

・　図示による。

・
排
煙
設
備

・　亜鉛鉄板　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　排煙風量測定

排煙風量の検査方法に準ずる。

別図による。１　システム構成ほか

２　電気計装用機材 使用する電線及びケーブルは、原則としてＥＭ電線又はＥＭケーブルとする。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

・
自
動
制
御
設
備

M-02

・ 要　・ 不要

建築設備定期検査業務基準書2023年版（（一財）日本建築設備・昇降機センター）の

　　アスベスト含有物の取扱い

アスベスト含有シール材の有無　・有　・無

作業場の隔離　・行う　・行わない

除去工法

湿潤にて撤去を行い、適法に処分する事。

処分方法　・埋立処分

・アスベストの中間処理に適する溶融施設

・認定を受けた無害化処理施設

８　アスベスト含有配管
　　接続部シール材の除去 除去シール材（　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　）

※本工事に配置管理させる者（有資格者）

※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）

又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）

９　特記事項

除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有保温材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.4]

作業場の隔離　・行う　・行わない

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

　　材等の除去

アスベスト含有成形板の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.5]

作業場の区画　・行う　・行わない

処分方法

石綿含有石膏ボード

※管理型最終処分場で埋立処分する。

石綿含有石膏ボード以外

・埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で

埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

　　板の除去

除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護

衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん

アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無

撤去の範囲　　・全面撤去　・図示による

除去工法（原則湿潤化し、下記工法とする）

・水洗い工法　・手工具ケレン工法

・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法

・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法

・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法

　　塗材の除去

上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。

除去工法の試験施工　・行う　※行わない

・隔離養生不要　・隔離養生必要(負圧不要)・その他（　　　　　　）

処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の

認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飛散防止処理技術指針」による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.6]

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」による。

５　アスベスト含有保温

６　アスベスト含有成形

７　アスベスト含有仕上

１　一般事項

　　の処理工事 アスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わない

アスベスト含有建材除去後の仕上げ　　　　・行う　　・行わない

２　アスベスト含有建材

施工箇所及び工法　　※図示

　　調査

３　アスベストの含有

　　　　　　・定性分析　　・定量分析

　※分析調査は「建材中の石綿含有率の分析方法について(令和3年12月22日改正)」に基づき行う。

※現地調査を行い、事前調査結果報告書を作成し、提出する。

　調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。

４　アスベスト含有吹付

　　け材の除去

　労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針（建築物等の解体等の作業及び労働者が

　石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する

　記述上の指針）を遵守すること。

・　アスベスト除去に伴う官公署等への届出申請を行うこと。

　石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の各規定に基づく官公署等への届出等を行うこと。

・　石綿含有事前調査結果の都道府県知事及び労働基準監督署への報告を行うこと。

・　アスベスト除去に伴う作業計画の作成を行うこと。

・　アスベスト除去完了に伴う発注者への報告を書面にて行うこと。

分析調査　　・行う（対象箇所：　　　　　　）　　・　行わない

事前調査（有資格者）　　・　行う　　・　行わない　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.2]

アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない　　　　　　　　　[9.1.1]

除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.3]

吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う

アスベスト粉じん濃度測定　　※行う 

  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定

　集じん・排気装置

  測定５

  測定４

施行区画周辺

又は、敷地境界

  処理作業室内

  処理作業室内

　処理作業中

　処理作業前

  測定３

  測定２

  測定１

 計２点

 各２点又は３点

 各２点又は３点

　大気

  (注)１

  (注)１

　備考　  測　定　場　所 測定名称　測定時期 測　定　点　(各施工箇所ごと)

を確認
空気の流れ

（処理作業室外の場合）

  の排出口

４方向各１点  測定６ 施行区画周辺
又は、敷地境界

　 －

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 1点

1点

  測定７   処理作業室内  各２点又は３点   (注)１

  (注)２

施行区画周辺
又は、敷地境界

  測定８

　処理作業後

４方向各１点 　大気　(隔離ｼｰﾄ撤去前)

　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。

　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。

　(注)２．集じん・排気装置の性能確認

  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法

   0.3 f/l             0.5 f/l    50 f/l

   210 min             120 min     5 min

     47mm

   10l/min             5l/min    1l/min

                     25mm

 位相差顕微鏡

 定量限界

 計数アスベスト

 計数条件

 試料の透明化

 試料の吸引時間

 試料の吸引流量

 メンブレンフィルタの直径

 計数機器

　測　定　5　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　測　定　3

 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法

 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野

 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上

作業場の隔離　※行う

除去工法

※除去工法については、工法に関する資料を監督職員に提出し、承諾を得ること。

処分方法

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

埋立処分する。

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融又は

環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。

図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)」
(以下「改修標仕」という。)による。
特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

公
共
建
築
改
修
工
事
標
準
仕
様
書（

建
築
工
事
編）
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１　仕様等 　　別図による。

 
・
 
雨
水
利
用
設
備

１　仕様等

２　設備方式

　　別図による。

・　排水再利用　・ 厨房除害

 
・
 
排
水
処
理
設
備

１　　　処理種別及び構造 ・　合併処理（ ・　接触ばっ気方式　　　・　長時間ばっ気方式

               ・　回転板接触方式　　　・　　　　   　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処理対象人員　　　　　人　　容量　　　　　㎡／日

・　コンクリート製（ ・　現場施工形　・　ユニット形）　・　ＦＲＰ製

　　ＢＯＤ　　　　　ｍｇ／L以下

・　製造者標準品　・　ＭＨＡ　・　ＭＨＢ

・　ポンプ排水

　　（　　ポンプ槽内径　　　ｍｍ，ＧＬよりの深さ　　　ｍ以上

　　ただし深さが １．２ｍ以上の場合はタラップ付とする。）

・　不要　　・　要（ ・　別途工事　　・　本工事）

・　独立設置形（ ・　地上式　・　地下式）　・　槽と一体形

・　土中埋設の鋼管類に準じた防錆処理を行う。

・　タールエポキシ樹脂塗料３回塗りを行う。

２　処理能力

３　本体構造

４　放流水質

５　マンホールふた

６　スラブ負荷重

７　排水方式

９　槽内にある鋼管

　　類の防食

８　送風機室

・
　
し
尿
浄
化
槽
設
備

・
　
保
温
工
事

１　保温材

給水管

排水管

ドレン管

屋外

保 温 対 象

屋内

保　温　材

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ﾛｯｸｳｰﾙ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
ﾌｫｰﾑ

SUS製
ﾗｯｷﾝｸﾞ

その他
(　　　)

屋外
屋内

屋内

給湯管

温水管

冷水管

冷温水管

蒸気管

(成形用)
冷媒管

(冷水、冷温水)

(冷水、冷温水)

長方形ダクト

スパイラル
ダクト

ヘッダー

タンク

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外
屋内

屋外

屋外
屋内

消火管

図面に記載のない保温工事は下記による。
外　装　材（露　出　部　分）

合成樹脂保温化粧
ケース

屋外露出消火管の保温は、標準仕様書第２編3.1.5の給水管の項による。

サヤ管工法：架橋ポリエチレン・ポリブデン管を使用する場合は上記保温は不要。

保温付架橋ポリエチレン管（保温厚10㎜以上）を使用する場合は上記保温は不要。

　　　空調ダクトのフランジ部（補強含む）は厚さ25㎜の保温材を重ね巻きするか

原則として、蒸気管及び温水管等はフランジ等も保温を行うこと。

機械室、書庫、倉庫の外装材は標準仕様書による。

カバー ｶﾗｰ亜鉛鋼板

　　（　・　厨房　・　湯沸室　）用の隠ぺい部ダクト（仕様はｈ　・　(イ)　・　Ⅸ）とし

　　※換気設備

　　　外気取り入れダクトの保温は標準仕様書第2編3.1.4の一般ダクトの項による。

　　　範囲は（・すべて　・　　　　）とする。

　　　排気ダクトの保温は標準仕様書第2編3.1.4の一般ダクトの項による。

　　　範囲は図示による。

　　　範囲は（・外壁から１ｍ　・　　　　　　　）とする。

　　　隠ぺい部の保温厚さをフランジ高さ＋10㎜以上とする。

　　　空調設備のドレン管は保温付VPを使用する場合は上記保温は不要。

　　※空調設備

　　　建物内の空気抜き管の保温は標準仕様書第２編3.1.4の温水管の項による。

　　　空調機及びﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄのﾄﾞﾚﾝ管の保温は、標準仕様書第２編3.1.5の排水管の項による。

２　機器の機能等 　　図示による。

１　システム ・　ドライシステム　・
　
厨
房
設
備

２　建物導入部配管 ・　標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）の 　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ）による。

３　不活性ガス消火設備 　　別図による。

　　別図による。

　　施工前に既設屋内消火栓の放水試験を行うこと。５　試験

４　泡消火設備

・
　
消
火
設
備

１　配管材料 配管材料は原則下記とし、下記以外は図示による。

（１）屋内消火栓　　　一般　・　ステンレス鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

　　　　　　　　　屋内地中　・　ステンレス鋼管（SUS316）　　・　外面被覆鋼管（VS）

　　　　　　　　　屋外地中　・　ステンレス鋼管（SUS316）　　・　外面被覆鋼管（VS）

　　　　　　　　　　　　　　・　水道配水用ポリエチレン管（HPPE）

・
　
給
湯
設
備

配管材料は原則下記とし、下記以外は図示による。

・　ステンレス鋼管　　・　塩ビライニング鋼管（HVA）　・給湯用架橋ポリエチレン管

・　ステンレス配管を使用する場合の材質は、ステンレス製とする。

ＪＩＳ又はＪＶ（　・　５Ｋ　・　１０Ｋ（図示部分））

配管材料は原則下記とし、下記以外は図示による。

　　　　　　雑排水管　・　排水用塩ビライニング鋼管　・　ビニル管（VP）　・　耐火二層管

（１）屋内　汚水管　　・　排水用塩ビライニング鋼管　・　ビニル管（VP）　・　耐火二層管

　　        通気管　　・　排水用炭素鋼鋼管（白）　　・　ビニル管（VP）　・　耐火二層管

　　        ポンプアップ排水管　・　排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管

（２）屋外　第一桝まで　・ 排水用塩ビライニング鋼管　・　ビニル管（VP）

　　　桝間　　　　　　  ・　ビニル管（VP）　・　リサイクルビニル管（RS－VU）

ビニル管の125A以上はVUを使用してよい。屋内露出配管はカラーVPとする。

１　配管材料
・
　
排
水
設
備

・　要（別途）

・　ポリエチレン配管の施工要領は図示による。

９　引込納付金等

管の上端より原則として、一般敷地は（３０ｃｍ）構内道路は（６０ｃｍ）以上とする。

・　合成樹脂製　・　人造石とぎ出し製　・　不凍水栓　・　ステンレス製

８　建物導入部配管

７　水栓柱

６　管の地中埋設深さ

２　水　栓 ・　台所流し用の水栓は泡沫式とする。

・　水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

３　量水器

・　子メーター（買い取り）（　・　直読式　・　パルス式　）遠隔表示器付

４　量水器桝

５　弁　類

逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。

ＪＩＳ又はＪＶ　　　　　　・ 水道直結部分（・ １０Ｋ　・　　　　　　）　

　　　　　　 　　 　　　　・その他の部分 （・ ５Ｋ　　・　１０Ｋ　　）

ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

・　親メーター（貸与品）　（　・　直読式　・　パルス式　）

・　水道事業者指定品　　　（　・　貸与品　・　買い取り（材質：　）　・　標準図ＭＣ形

・
　
給
水
設
備

１　配管材料

（４）その他の一般配管（上水・加湿）・　ステンレス鋼管（SUS304）　・　ビニル管（HIVP）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　給水用架橋ポリエチレン管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（VA）

　　　　　　　　　　　（雑用水）　　・　塩ビライニング鋼管（VA） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　水道配水用ポリエチレン管（HPPE）

（３）屋外地中埋設配管　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（VD）　・　ビニル管（HIVP）

（２）屋内地中埋設配管及びｺﾝｸﾘｰﾄ埋込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　塩ビライニング鋼管（VD）　・　ビニル管（HIVP）

（１）直結部分は水道事業者の指定による（ ・　水道配水用ポリエチレン管（HPPE））

配管材料は原則下記とし、下記以外は図示による。

１　配管材料

２　弁　類

１　衛生器具付属水栓
水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

手洗器は止水栓付とする。２　洗面器

・
衛
生
器
具
設
備

（２）連結送水管　一般　　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（　・　Sch40）

　　　　　　　　　屋内地中　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（　・　Sch40）

　　　　　　　　　屋外地中　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（　・　Sch40）

　　　　　　　　　　　　　　・　水道配水用ポリエチレン管（HPPE）

　　　膨張タンク、ボイラ等間の補給水管の保温は標準仕様書第２編3.1.4の温水管の項による。

　　　還気ダクト（保温範囲は、　・　図示による　・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　外気取り入れダクト（保温範囲は、　・　図示による　・　　　　　　　　　　　　　）

　　　外気取り入れダクトのうち暖房室、浴室及び厨房内を通るダクトは保温を行う。

除去成形板（　下地ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板､仕上げﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ　）含有場所（　管理事務室内壁　）

作図 令和７年４月
市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事　

（A1）

・　土圧のみ　・　２００ｋｇｆ／ｍ ２  ・　３５０ｋｇｆ／ｍ ２　・　８００ｋｇｆ／ｍ ２



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★

図面名称工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
一級建築士登録　３３８６０１

治田　聡
Ｍ－０３給排水衛生設備　凡例・器具機器表（改修前・改修後）

A1: N:S

A3: N:S市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

註 〇器具製造者の違いにより発生する工事は、本工事の範囲内とし、選定した仕様に適した施工を行う。

５０

新設換気機器表

記　号 形　式　・　仕　様機器名称

風　　量
ダクト径

形　　式

φ
m3/h

静　　圧

電源容量は参考数値とする。

排風機１ 天井換気扇：低騒音形

１５０
３００

Pa５０

撤去換気機器表

記　号 形　式　・　仕　様機器名称

形　　式
風　　量
ダクト径 φ

m3/h

静　　圧

６

７

８

排風機

排風機

排風機

風　　量
ダクト径

形　　式

φ
m3/h

静　　圧

天井換気扇：低騒音形

風　　量
ダクト径

形　　式

φ
m3/h

静　　圧

天井換気扇：低騒音形

天井換気扇：低騒音形
８０

１５０

Pa５０

Pa５０

Pa

ＥＸＦ-

ＥＸＦ-

ＥＸＦ-

ＶＦ－

電　気　容　量
台数消費電力相 電圧

（φ）
1 ４９．０１００

（Ｗ）（Ｖ）
１階男子便所,女子便所

備　考

電　気　容　量
台数消費電力

７５．０ ３

５０．０ １

３５．０ １

相 電圧
（φ） （Ｖ） （Ｗ）

１００

１００

１００

１

１

１

１階身障者便所

管理人室湯沸室

管理人室便所

１階男子便所,女子便所

備　考

３００
１５０

１５０

１００

参考品番
管理人室湯沸室
１階多目的便所

風　　量
ダクト径

形　　式

Pa
φ
m3/h

静　　圧
付　属　品

排風機

天吊防振金具,その他付属品共

天井換気扇：低騒音形
８０

ＶＦ－ 1 １１５．５１００
参考品番
管理人室便所

５０
１００

２

給排水衛生設備 換気設備

新設衛生器具表

名　　称 参考品番（ＴＯＴＯ）

合
　

　
計

１２

参考品番（ＬＩＸＩＬ）

Ｃ１２００Ｓ

Ｃ１２０１Ｓ

１
ＢＣ-Ｚ３０Ｓ（床置床排水大便器）,ＤＴ-Ｚ３５０（蓋固定式密結タンク）,ＣＦ-４９ＡＴ（スロ－ダウン便座）

ＢＣ-Ｚ３０Ｓ（床置床排水大便器）,ＤＴ-Ｚ３５０（蓋固定式密結タンク）,ＣＦ-３９ＣK（普通便座：蓋なし）

Ｕ６２０

Ｔ１１２ＣＬ１０（樹脂被覆・Ｌ=７００）,付属固定金具共

Ｃ１２００Ｓ

１ １ １

１

２

１

１１

２

１

４

１

Ｕ-Ａ５１ＭＰ（壁掛壁排水・低リップ・節水・自己発電）

１

Ｔ１１２ＨＫ８Ｒ（樹脂被覆・Ｌ=８００）,付属固定金具共

ＵＦＳ９００ＷＲ（壁掛壁排水・低リップ・節水・自己発電）

管
理

人
室

便
所

管
理

人
室

湯
沸

室

１１

１１

Ｌ４１０

１１

１ ３

１ ３

２

４

Ｔ１１２ＣＰ２１-1トク（樹脂被覆・Ｌ=６５０,Ｈ＝７４０）×２,付属固定金具共

ＹＭ３５８０ＦＣ（３５０×８００） １１

４

Ｓ２１０

１１

１１

ＫＦＳ-５２５ＡＥＤ６５Ｈ７４Ｕ（樹脂被覆・Ｌ=６５０,Ｈ＝７４０）×２,付属固定金具共

ＹＫＡ２５Ｓ,付属固定金具共

ＹＫＡ１６Ｓ,付属固定金具共

ＡＣ－ＯＫ－Ｆ１１,付属固定金具共

１ １

１ １

１ １

１ １

ＣＳ２３２Ｂ（床置床排水大便器）,ＳＨ２３２ＢＡ（蓋固定式密結タンク）,ＴＣ３０１（スロ－ダウン便座）

ＣＳ２３２Ｂ（床置床排水大便器）,ＳＨ２３２ＢＡ（蓋固定式密結タンク）,ＴＣ２９１Ｖ８６（普通便座：蓋なし）

Ｌ２７０ＤＭ（壁掛洗面器）,ＴＬＥ２８ＳＳ１Ｗ（自動単水栓・発電タイプ）,Ｔ６ＢＲ（床給水）,Ｔ１５６ＰＨ（パイプヒルダ－）,T６ＢＭＳ（床掛排水）

ＡＣ－ＢＣ－Ｆ３１,付属固定金具共

再生水仕様
洋風便器：タンク式

再生水仕様
洋風便器：タンク式

再生水仕様
洋風便器：タンク式

洋風便器：タンク式

可動式手すり,はねあげ・ロック式

小便器用手すり

Ｌ形手すり

自動洗浄小便器：再生水仕様

洗面器

洗面器用手すり

壁掛ハイバック洗面器

掃除流し

コンパクト手洗器

ベビ－シ－ト

ベビ－チェア：コ－ナ－タイプ

ＣＳ２３２ＢＰ（床置壁排水大便器）,ＳＨ２３２ＢＡ（蓋固定式密結タンク）,ＴＣ３０１（スロ－ダウン便座） ＢＣ-Ｚ３０Ｐ（床置壁排水大便器）,ＤＴ-Ｚ３５０（蓋固定式密結タンク）,ＣＦ-４９ＡＴ（スロ－ダウン便座）

１
階

男
子

便
所

１
階

女
子

便
所

１
階

多
目

的
便

所

ＣＳ２３２Ｂ（床置床排水大便器）,ＳＨ２３３ＢＡ（手洗付密結タンク） ＢＣ-Ｚ３０Ｓ（床置床排水大便器）,ＤT-Ｚ３８０（手洗付ロ－タンク）

該当品無し

ＫＦ-９２０ＡＥ７０Ｄ１２Ｊ（樹脂被膜・Ｌ＝７００）,付属固定金具共

ＫＦ-７０１ＡＥＪ（樹脂被膜）,付属固定金具共

ＣＷＡ-６７Ｂ（リモコン便器洗浄ユニット,ＡＣ１００Ｖ）,ＣＦ-３２Ｈ（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＣＷＡ-６７Ｂ（リモコン便器洗浄ユニット,ＡＣ１００Ｖ）,ＣＦ-３２Ｈ（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＣＷＡ-６７Ｂ（リモコン便器洗浄ユニット,ＡＣ１００Ｖ）,ＣＦ-３２Ｈ（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＣＷ-ＰＡ２１ＬＱＥ-ＮＥ-Ｒ１（温水洗浄便座：スロ－ダウン便座・フルオ－ト洗浄・発電式・タッチリモコン）,ＣＦ-００８-１（分岐金具）,ＣＦ-３２Ｈ（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＨＥ３７（リモコン便器洗浄ユニット：センサ－スイッチ）,ＡＣ１００Ｖ）,ＹＨ１１７（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＨＥ３７（リモコン便器洗浄ユニット：センサ－スイッチ）,ＡＣ１００Ｖ）,ＹＨ１１７（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＨＥ３７（リモコン便器洗浄ユニット：センサ－スイッチ）,ＡＣ１００Ｖ）,ＹＨ１１７（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

ＴＣＦ５５３４ＡＵ（温水洗浄便座：スロ－ダウン便座・エコリモコン・タッチリモコン：自己発電式）,ＹＨ１１７（ステンレス製ワンタッチ紙巻器）

化粧鏡（耐食・盗難防止仕様）

ＪＩＳ記号

ＹＭ４５６０ＦＥ（４５０×６００）

化粧鏡（耐食仕様）

ＫＦ-Ｗ４５０Ｈ６００Ｈ（４５０×６００）※特寸

ＫＦ-Ｗ３５０Ｈ８００Ｈ（３５０×８００）※特寸

１３－Ｆ５ ＬＦ-１２Ｆ-１３-Ｕ（壁付）Ｔ１３０ＡＵＮ１３Ｃ（壁付）自在水栓

Ｔ１１２ＣＵ２２（樹脂被覆）,付属固定金具共

ＳＫ２２Ａ（掃除用流し）,Ｔ２３ＡＥＱ２０Ｃ（横水栓）,Ｔ３７ＳＧＰ（床排水金具）,ＴＮ１１４（アングル形止水栓）,付属固定金具共

ＬＳＥ８７０ＢＳＦＲＭＲ（ＡＣ１００Ｖ自動水栓,水石鹸入れ）,付属固定金具共

ＬＳＥ１３５ＡＡ（自動単水栓：発電・壁排水：目皿カバ－付・水石鹸供給栓液状：タンク容量０．３５Ｌ）,付属固定金具共

ＴＳ１２６ＡＲ（水石鹸入れ液状：タンク容量０．３５Ｌ）,付属固定金具共

Ｓ-２０２Ａ（掃除用流し）,ＬＦ-７ＫＥＺ-１９（水栓）,ＳＦ-２０ＳＡＦ-Ｐ（床排水金具）,ＳＦ-２０２（給水ホ－ス）,付属固定金具共

Ｌ－Ａ７４ＴＭ２Ｄ（ＡＣ１００Ｖ自動水栓,水石鹸入れ）,付属固定金具共

Ｌ-Ａ９５５Ｍ２Ｅ（自動単水栓：発電・壁排水：目皿カバ－付・水石鹸供給栓液状：タンク容量０．３５Ｌ）,付属固定金具共

Ｌ-２７５Ｎ（壁掛洗面器）,ＡＭ-３００Ｃ（自動単水栓・発電タイプ）,Ａ-２２０２（床給水）,ＬＦ-１０５ＳＡ（床掛排水）
ＫＦ-２４Ｆ（水石鹸入れ液状：タンク容量０．３５Ｌ）,付属固定金具共

ＶＤ－１５Ｚ１４(三菱)

ＶＤ－２０ＺＢ１４(三菱)

４

付　属　品 天吊防振金具,その他付属品共

給水栓

名　　称

仕切弁　ＪＩＳ１０Ｋ

フレキシブル継手

混合水栓

床上掃除口

記　　号

凡　例

天井換気扇

排水金物

記　　号 名　　称 名　　称記　　号
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４０：天井配管

現状のまま
圧力タンク式給水ユニット

Ｂ１Ｆ平面図参照

４０：天井配管

４０：天井配管

４０：天井配管

今回撤去工事を示す。

既設を示す。

撤去工事凡例

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。
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Ｍ－０５

給排水衛生設備　B2階平面図（改修前）市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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４０：天井配管４０：天井配管

今回撤去工事を示す。

既設を示す。

撤去工事凡例

給水管：その他　水道用硬質塩ビライニング鋼管ＶＡ

撤去配管リスト

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。

２５：天井配管

：天井配管４０

ＧＶ４０
４０

Ｂ２Ｆ平面図参照
Ｍ－０４

１Ｆ便所詳細図参照
Ｍ－１２

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

天井改修範囲
（建築工事 Ａ－４３参照）
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撤去工事凡例

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。

雨水桝

インバ－ト桝
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量水器　４０Ａ

Ｍ－１２平面詳細図参照

Ｍ－１２平面詳細図参照

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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※撤去跡樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄにて閉塞
　ｺｰｷﾝｸﾞ共

給湯器ﾒｲﾝﾘﾓｺﾝ撤去
※撤去跡金属製ﾌﾟﾚｰﾄにて閉塞

瞬間湯沸器（16号FF式）撤去
※排水管、給水管、給湯管、ｶﾞｽ管切断
　排水管、ｶﾞｽ管ﾌﾟﾗｸﾞ止め
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既設を示す。

撤去工事凡例

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。
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給排水衛生設備　2階平面図（改修前）市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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A3: 1:200
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給排水衛生設備　B2階平面図（改修後） Ｍ－０８
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市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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改修工事凡例

４０：天井配管

４０：天井配管
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市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

（建築工事 Ａ－４４参照）
天井改修範囲
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市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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今回施工工事を示す

既設のままを示す

改修工事凡例

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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A1: 1:50

A3: 1:100給排水衛生設備　1階平面詳細図（改修前・改修後）
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床下B1F天井 範囲

床下B1F天井 範囲

土

花壇縁石

床下B1F天井 範囲

床下B1F天井 範囲

インターロッキング

花壇縁石

土

壁排水・壁給水（面台内配管立上げ）

花壇
縁石土

インターロッキング

土
花壇
縁石土 土

インターロッキング

インターロッキング

ＣＯＢ８０

梁梁

既存梁・床・壁貫通配管の撤去は手はつり補修とする。

撤去配管リスト

排水管：硬質塩化ビニル管ＶＰ

通気管：硬質塩化ビニル管ＶＰ

排水器具接続管：排水用鉛管ＬＰ

給湯管：耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

ガス管：埋設管　外面被覆鋼管

ガス管：その他　配管用炭素鋼鋼管

今回撤去工事を示す。

既設を示す。

撤去工事凡例

給水管：埋設管　水道用硬質塩ビライニング鋼管ＶＤ

給水管：その他　水道用硬質塩ビライニング鋼管ＶＡ

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。

▲

★

改修工事凡例

今回施工工事を示す

既設のままを示す

給水栓

既設配管接続箇所を示す

既設貫通箇所を示す

掃除口

排水金物

コア抜き貫通箇所を示す

躯体貫通箇所は既設スリ－ブを優先に使用すること。

床既設貫通穴補修は建築工事とする。

土間はつり及び仕上げの撤去は建築工事とする。

土間はつり及び仕上げの復旧は建築工事とする。

花壇及びｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの撤去は建築工事とする。

花壇及びｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの復旧は建築工事とする。

Ｂ１Ｆ平面図参照

Ｂ１Ｆ平面図参照

１Ｆ平面図参照
Ｍ－０６ Ｍ－１０

１Ｆ平面図参照
Ｍ－１０Ｍ－０６

Ｔ５Ｂ５０（密閉蓋付）

Ｍ－０５

Ｍ－０９

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事

５０ ３２

１Ｆ平面図参照

３０ ２０

１００

ＧＰ２５
ＶＣ-Ｐ

７５ ７５

１００
★

N N

1階　湯沸室廻り平面詳細図 N

N1階　湯沸室廻り平面詳細図

ＳＡ１
４００

ＳＡ１：管底GL-400程度、１００φ－２００φ ９０Ｙ（塩ビ製蓋）

給湯管ｷｬｯﾌﾟ止め

給水管ｷｬｯﾌﾟ止め

排水管ｷｬｯﾌﾟ止め
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A1: 1:50

A3: 1:100

改修後改修前

換気設備　1階平面詳細図（改修前・改修後） Ｍ－１３

▲

★

換気扇機器撤去一覧表

既存梁・床・壁貫通配管の撤去は手はつり補修とする。

記　号　 名　　称 ダクト径 台数静圧 電　　源
（Ｖ）

ＥＸＦ- ６ 天井換気扇 ３００ φ１５０ １φ１００Ｖ ７５．０Ｗ

ＥＸＦ- ７ 天井換気扇 φ １φ１００Ｖ ５０．０Ｗ １

ＥＸＦ- 天井換気扇８ ８０ φ １φ１００Ｖ ３５．０Ｗ １

３

１５０ １００

１００

付　属　品　

付属品共

付属品共

付属品共

撤去工事凡例

既設配管サイズ,ル－トは参考とし,現場確認の上施工の事。

換気ダクト：スパイラルダクトＳＤ

撤去配管リスト

今回撤去工事を示す。

既設を示す。
５０

５０

５０

（Ｐa）
風量

（ｍ/ｈ）３ 今回施工工事を示す

既設配管接続箇所を示す

既設貫通箇所を示す

既設のままを示す

躯体貫通箇所は既設スリ－ブを優先に使用すること。

改修工事凡例

コア抜き貫通箇所を示す

市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事
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湯沸室

階 室　名
必要換気量

天井換気扇

機器記号
排気量

[建築基準法施工令第２０条の３第２項]

（ＭＪ/ｍ３） （ｍ３/ｋＷｈ） （ｍ３/Ｈ）

３００ＶＦ－１０．９３１

機器名称

３口ガスコンロ ３０

備　考

Ｖ：必要換気量（ｍ３/ｈ）　Ｋ：理論廃ガス量（ＭＪ/ｍ３） Ｑ：発熱量（ｋＷ）　又は燃料消費量（ｋｇ/ｈ）　

発熱量Ｑ

（ｋＷ）

９．３

理論廃ガス量Ｋ

（ｍ３/ｈ）

２５９．４７

換気計算書（火気使用計算書）

定数

必要換気量（Ｖ)＝定数×理論廃ガス量（Ｋ)×発熱量又は燃料消費量（Ｑ)

１００φ

１
０
０

φ

１
０
０
φ

１００φ

１

ＶＦ
２

２５９．４７≦３００ よってＯＫ

N N

NN


